
メーカーの責任重く
1970年代後半から自動車メーカー
がディーゼル車の販売を推し進めた
結果、1990年代から2000年にかけ
て、自動車排ガスによるぜん息等の
呼吸器疾患を発症する患者が激増し
た。救済もなく高額な医療費負担が、
患者の生活を圧迫した！
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救済を拒み続ける国
1988年「公害は終わった」として公害
健康被害補償法(1973年創設)の新規
認定が打ち切られてから37年になります。
私たちは、全国の公害患者会と団結して、
7月1日東京地裁に提訴。新しい国による
救済制度の創設をめざしています。

2025年7月1日原告団としてスタート
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こ れ か ら の 裁 判 期 日 予 定

第3回裁判 ９月１６日 （水）15:00～（傍聴抽選券は14:00～）

第4回裁判 １２月９日 （水）14:00～（傍聴抽選券は13:00～）

第5回裁判 2027年3月3日（水）10:00～17:00


